
平成２７年１１月１６日

東 北 森 林 管 理 局

指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名及び業者の住所
東京都千代田区富士見２－１０－２
前田建設工業株式会社

２．指名停止措置期間
平成２７年１１月１６日から平成２７年１２月 ６日まで（３週間）

３．指名停止措置の範囲
東北森林管理局管内

４．事 実 概 要：
前田建設工業株式会社は、平成２７年４月１日、東北地方整備局発注「国道

４５号外 千徳小山田道路工事」において、トンネル発破の装薬作業中、切羽
が崩れ、作業員が岩石の下敷きとなり死亡するという事故を起こした。
当該事故は、作業員への地山に関する教育が不足していたこと、待避が必要

な場合において、具体的な待避場所を定めていなかったこと、崩落時における
危機管理連絡がなされなかったこと、切羽監視人の配置や合図方法が具体的に
定められておらず、その場の個人の判断に任されていたことなど、安全管理を
怠ったために発生した事故であるとして、「工事請負契約に係る指名停止等の措
置要領」（以下「同要領」という。）及び「地方整備局（港湾・空港関係）所掌
の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」それぞれの別表第１第７号に該
当し、同要領を準用する「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等
の取扱いについて」に該当するとして、東北地方整備局より３週間の指名停止
を受けた。

５．指名停止措置理由：
上記のことは、「工事請負契約指名停止等措置要領」別表第１第８号（安全管

理措置の不適切により生じた工事関係者事故）に該当し、契約の相手方として
不適当であると認められるため、本件については３週間の指名停止措置とする
ものである。

〈工事請負契約指名停止等措置要領の制定について〉

別表第１ 当該部局の管轄区域内において生じた事故等に基づく措置基準

措 置 要 件 期 間

（安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故） 当該認定をした日か

８ 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、 ら２週間以上２ヶ月以

工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 内
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